
催
し
物

募
集
し
ま
す

申
込
共
通
項
目
… 

催
し
物
名
、
参
加
者
の
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
電
話
番
号
、

催
し
も
の
に
よ
り
そ
の
他
必
要
事
項

無
料
…
費
用
の
記
載
が
な
い
も
の
、
申
込
不
要
…
申
込
方
法
の
記
載
が
な
い
も
の

ス
ポ
ー
ツ

教
室
・
講
座

お
知
ら
せ

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

募
集
し
ま
す

お
知
ら
せ

申
込
共
通
項
目
… 

催
し
物
名
、
参
加
者
の
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
電
話
番
号
、

催
し
も
の
に
よ
り
そ
の
他
必
要
事
項

無
料
…
費
用
の
記
載
が
な
い
も
の
、
申
込
不
要
…
申
込
方
法
の
記
載
が
な
い
も
の
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６
次
産
業
化
研
修
会

市
役
所
農
務
課

０
５
８
７(

32)

１
３
５
２

 

１
０
０
３
６
５
７

▼
と
き
　
11
月
30
日
（火）
、
12
月
６

日
（月）
・
13
日
（月）
・
20
日
（月）
、

午

後
５
時
～
７
時
▼
と
こ
ろ
　
市

役
所
政
策
審
議
室
　
※
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
も
可
▼

対
象
　
市
内
で
農
業
を
営
む
方
な

ど
▼
定
員
　
20
人
（
定
員
を
超
え

た
場
合
は
抽
選
）
▼
内
容
　
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ（
11
月
30
日
）と
講

義
で
６
次
産
業
化
を
学
ぶ
▼
申
し

込
み
　
11
月
19
日
（金）
ま
で
に
、
申

込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
市
役
所
農
務
課

へ

文
化
財
講
演
会

市
役
所
生
涯
学
習
課

０
５
８
７(

32)

１
４
４
３  

 

１
０
０
５
５
９
３

▼
と
き
　
11
月
21
日
（日）
、
午
後
２

時
～
３
時
30
分
（
午
後
１
時
30
分

開
場
）
▼
と
こ
ろ
　
勤
労
福
祉
会

館
第
２
・
第
３
研
修
室
▼
定
員　

50
人
（
定
員
を
超
え
た
場
合
は
入

場
を
制
限
）
▼
内
容
　
織
田
信
長

の
鉄
砲
の
師
で
あ
る
橋
本
一
巴
の

居
城
、
片
原
一
色
城
跡
の
調
査
に

つ
い
て
▼
講
師
　
愛
知
県
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
　
永
井
邦
仁

た
の
し
い
ク
リ
ス
マ
ス
会

（
福
祉
の
つ
ど
い
）

市
役
所
子
育
て
支
援
課

０
５
８
７(

32)

１
２
９
９

 

１
０
０
８
７
３
７

▼
と
き
　
12
月
11
日
（土）
、
午
前
10

時
～
11
時
30
分
▼
と
こ
ろ
　
勤
労

福
祉
会
館
多
目
的
ホ
ー
ル
▼
対

象
　
市
内
在
住
で
障
害
者
手
帳
ま

稲
高
祭

県
立
稲
沢
高
等
学
校

０
５
８
７(

32)

３
１
６
８

▼
と
き
　
11
月
11
日
（木）
①
午
後

２
時
～
２
時
45
分
②
午
後
２
時

45
分
～
３
時
30
分
（
二
部
制
）
▼

と
こ
ろ
　
名
古
屋
文
理
大
学
文
化

フ
ォ
ー
ラ
ム
（
市
民
会
館
）
小
ホ
ー

ル
▼
内
容　

農
作
物
の
販
売
▼
そ

高
齢
者
趣
味
の
作
品
展

市
役
所
高
齢
介
護
課

０
５
８
７(

32)

１
２
９
３  

 

１
０
０
５
６
１
８

▼
と
き　

①
11
月
11
日
（木）
、
午
後

１
時
～
４
時
②
11
月
12
日
（金）
、
午

前
９
時
30
分
～
午
後
３
時
▼
と
こ

ろ
　
勤
労
福
祉
会
館
多
目
的
ホ
ー

ル
▼
内
容
　
絵
画
、
写
真
、
陶
芸
、

盆
栽
な
ど
の
展
示

た
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
証
を

持
つ
15
歳
以
下
の
障
害
児
と
家
族

の
方
▼
定
員
　
50
組
（
定
員
を
超

え
た
場
合
は
抽
選
）
▼
申
し
込

み
　
11
月
17
日
（水）
ま
で
に
、
申
込

フ
ォ
ー
ム
、
ま
た
は
市
役
所
子
育

て
支
援
課
へ

の
他　

入
場
に
は
、
11
月
10
日
（水）

午
後
２
時
か
ら
県
立
稲
沢
高
等
学

校
で
配
布
す
る
事
前
チ
ケ
ッ
ト

（
先
着
１
０
０
人
）
が
必
要
で
す

愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

令
和
４
年
入
校
訓
練
生
募
集

愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

０
５
３
３(

93)

２
１
０
２

▼
募
集
科
目
　
①
IT
ス
キ
ル
科
②

OA
ビ
ジ
ネ
ス
科
③
Ｃ
Ａ
Ｄ
設
計
科

④
総
合
実
務
科
（
知
的
障
害
者
対

象
）
⑤
就
業
支
援
科
（
精
神
障
害

者
・
発
達
障
害
者
対
象
）
▼
訓
練

期
間
　
１
年
　
※
⑤
は
３
カ
月
▼

選
考
方
法
　
筆
記
・
面
接
試
験
▼

選
考
日
　
12
月
10
日
（金）
　
※
④
は

12
月
12
日
（日）
▼
申
し
込
み
　
11
月

19
日
（金）
ま
で
に
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

一
宮
（
平
和
町
に
在
住
の
方
は
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
津
島
）
へ

障
害
者
雇
用
を
お
考
え
の
企
業

の
た
め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
会

稲
沢
市
社
会
福
祉
協
議
会

０
５
８
７(

23)

６
７
１
３

 

１
０
０
７
４
１
５

▼
と
き
　
12
月
14
日
（火）
、
午
後
１

時
30
分
～
４
時
▼
対
象
　
稲
沢

市
・
一
宮
市
に
事
業
所
が
あ
る
企

業
の
関
係
者
▼
定
員
　
50
社
（
先

着
順
）
▼
内
容
　
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
使
っ

た
、
障
害
者
雇
用
企
業
・
特
別
支

援
学
校
・
障
害
者
支
援
機
関
か
ら

の
プ
レ
ゼ
ン
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
に
よ
る
学
習
会
▼
申
し
込
み
　

11
月
５
日
（金）
～
19
日
（金）
に
、
申

込
書
を
Ｆ
Ａ
Ｘ（
０
５
８
７(

33)

４
６
６
６
）、
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル

（m
asuyam

a@
inazaw

a-shakyo.

or.jp

）
で
稲
沢
市
社
会
福
祉
協
議

会
へ（
用
紙
は
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

問合先　市役所危機管理課　 0587(32)1159
1001277

自転車の放置はやめましょう

●自転車等駐車場の利用を
　市内の鉄道駅周辺には、全 35 カ所の公共自転車等駐車場があり
ます。利用する際は順序よく並べ、必ず施錠してください。ガード

パイプやフェンスにチェーンで自転車などをつながないでくださ

い。７日間を越えて駐車したままになっている場合は撤去します。

返還には放置自転車と同様の費用が必要です。

●防犯登録の変更を忘れずに
　自転車の持ち主がすぐに分かる

よう、自転車を譲り受けたときや

住所が変わったときは、最寄りの

自転車店で防犯登録の変更手続き

を行ってください。

●放置された自転車などは撤去します
　JR稲沢駅・名鉄国府宮駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定し
ています。区域内に放置してある自転車などはすぐに撤去するほか、

区域外であっても注意書の取り付けから７日経過後に撤去します。

　 返還には次の費用が必要となります

　　自転車…１,０００円　原動機付自転車…２,０００円！

結婚活動支援事業

体験型オンライン婚活イベント

　Zoom を使ったオンラインイベントです。会話から少数
派を探し出すゲーム「ワードウルフ」を楽しみます！

問合先　市役所地域協働課　 0587(32)1146

とき　12 月 19 日 ( 日 )
　　　①午前 10 時 30 分～午後０時 30 分　②午後２時～４時

対象　① 25 歳～ 35 歳の方　② 30 歳～ 40 歳の方
　　　※ 男性は、市内在住・在勤・在学で、将来市に居住する意思のある方に限る

定員　各回男女各６人（定員を超えた場合は抽選）

費用　500 円　※ 12 月 13 日 ( 月 ) までに納入

申し込み　 11月１日(月)～12月６日(月)に、ホームページ特設サイトを確認の上、
申込フォームから応募

　　　　　※結果は 12月７日 ( 火 ) にメールでお知らせします

水道工事にご協力を

　安全で安定した水道水を供給するためには、水道管の整備が必

要です。細心の注意を払って工事を進めていますが、やむを得ず

断水や濁り水、緊急な漏水修理などでご迷惑をお掛けする場合が

あります。

　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問合先　水道工務課（上下水道庁舎内）
　　　　 0587(23)1709　 1001291

●道路での漏水を発見したら
　そのまま放置すると、大きな事故を

引き起こす原因にもなりかねません。

　漏水を発見したら、すぐに水道工

務課へ連絡してください。


